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Ⅰ

公
益
法
人
制
度
改
革
に
伴
う
税

制
上
の
対
応

平
成
２０
年
１２
月
１
日
か
ら
施

行
さ
れ
る
公
益
法
人
制
度
改
革

は
、
民
法
第
３４
条
で
あ
る
根
拠

法
を
根
底
か
ら
覆
す
大
改
革
で

あ
る
。
現
在
の
社
団
法
人
又
は

財
団
法
人
（
以
下
「
特
例
民
法

法
人
」
と
い
う
。
）
は
、
一
般

社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

（
以
下
「
一
般
法
人
」
と

い

う
。
）
に
移
行
す
る
か
、
公
益

社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人

（
以
下
「
認
定
法
人
」
と

い

う
。
）
の
認
定
を
受
け
る
か
、

岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
一

時
、
公
益
法
人
の
原
則
課
税
化

へ
の
転
換
が
囁
か
れ
た
た
め
、

新
制
度
施
行
後
の
方
向
性
を
見

定
め
る
た
め
に
は
、
税
制
改
正

の
動
向
が
大
き
な
影
響
を
持
つ

と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、

平
成
１９
年
１２
月
１３
日
、
平
成
２０

年
度
税
制
改
正
大
綱
が
自
由
民

主
党
か
ら
発
遣
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
公
益
法
人
課
税
の
輪
郭

が
見
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

Ⅱ

法
人
税
に
お
け
る
公
益
法
人
課

税
の
概
要

�

一
般
法
人
に
対
す
る
課

税
所
得
の
範
囲
等

税
制
改
正
の
中
で
最
も
注
目

さ
れ
て
い
た
の
は
、
一
般
法
人

に
対
す
る
法
人
税
等
の
原
則
課

税
化
が
実
施
さ
れ
る
の
か
ど
う

か
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
一
般

法
人
を
「
非
営
利
型
法
人
」
と

「
特
定
普
通
法
人
」
の
２
つ
に

税
務
上
区
分
し
、
前
者
に
つ
い

て
収
益
事
業
課
税
を
維
持
し

て
、
後
者
に
の
み
普
通
法
人
と

同
様
の
原
則
課
税
を
取
り
入
れ

る
と
い
う
こ
と
で
決
着
を
迎
え

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
両
者

の
区
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
１７

年
６
月
１７
日
に
税
制
調
査
会
、

基
礎
問
題
小
委
員
会
・
非
営
利

法
人
課
税
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル

ー
プ
か
ら
公
開
さ
れ
て
い
る

「
新
た
な
非
営
利
法
人
に
関
す

る
課
税
及
び
寄
附
金
税
制
に
つ

い
て
の
基
本
的
考
え
方
」（
以

下
「
基
本
的
考
え
方
」
と
い

う
。
）
が
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な

っ
て
い
る
。「
非
営
利
法
人
の

剰
余
金
の
分
配
規
制
」
や
「
専

ら
会
員
の
た
め
の
共
益
的
事
業

活
動
を
行
う
非
営
利
法
人
」
な

ど
の
事
業
運
営
実
態
に
着
目

し
、
課
税
す
る
こ
と
に
否
定
的

な
意
見
が
、
そ
の
ま
ま
税
制
改

正
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
解
さ

れ
る
（
法
法
２
�
九
の
二
）
。

（
イ
）
剰
余
金
の
分
配
等
の
制

限
の
あ
る
一
般
法
人

基
本
的
考
え
方
で
は
、「
非

営
利
法
人
の
剰
余
金
の
分
配
規

制
の
存
在
」
に
つ
い
て
は
、
普

通
法
人
並
み
の
課
税
が
馴
染
ま

な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
公

益
法
人
課
税
の
あ
り
方
を
考
え

る
場
合
に
は
、
常
に
営
利
法
人

と
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
中
で
両
者
の
運
営
上

の
決
定
的
な
違
い
は
、
最
終
的

に
出
資
者
に
対
し
て
利
益
の
分

配
を
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

公
益
法
人
の
剰
余
金
は
、
言

わ
ば
一
過
性
の
も
の
で
あ
り
、

い
ず
れ
公
益
目
的
事
業
等
に
費

消
さ
れ
る
べ
き
財
源
と
な
る
。

し
か
し
、
営
利
法
人
は
、
株
主

に
対
す
る
還
元
（
配
当
金
）

が
、
法
人
に
求
め
ら
れ
て
い
る

最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
運
営

上
の
根
本
的
な
相
違
が
こ
こ
に

あ
る
。
こ
の
点
が
、
公
益
法
人

に
対
し
て
、
営
利
法
人
と
同
様

の
原
則
課
税
に
転
換
す
る
際
、

割
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

組
織
運
営
上
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
議
論
の
結
果
が
、
剰
余
金

の
分
配
等
の
制
限
の
あ
る
一
般

法
人
に
つ
い
て
、
収
益
事
業
課

税
が
実
施
さ
れ
る
伏
線
に
な
っ

て
い
る
と
言
え
る
。

（
ロ
）
会
員
に
対
す
る
共
益
活

動
を
行
う
一
般
法
人

会
員
か
ら
の
会
費
を
原
資
と

し
て
運
営
し
て
い
る
公
益
法
人

は
、
そ
れ
が
会
員
向
け
の
共
益

的
事
業
活
動
に
専
ら
費
消
さ

れ
、
会
員
が
そ
の
潜
在
的
受
益

者
に
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
法
人
の
事
業

運
営
の
性
格
上
、
会
員
か
ら
の

会
費
の
収
入
時
期
と
支
出
時
期

と
の
タ
イ
ム
ラ
グ
に
よ
り
一
過

性
の
「
余
剰
」
が
生
じ
る
こ
と

は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

な
「
余
剰
」
へ
の
課
税
は
、
法

人
の
事
業
活
動
の
実
態
に
照
ら

す
と
、
必
ず
し
も
合
理
的
と
は

言
え
な
い
。
こ
の
基
本
的
考
え

方
を
受
け
、
会
員
に
対
す
る
共

益
活
動
を
行
う
一
般
法
人
に
つ

い
て
は
、
非
営
利
型
法
人
と
し

て
収
益
事
業
課
税
を
実
施
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

特
例
民
法
法
人
は
、
お
お
む

ね
上
記
（
イ
）
又
は
（
ロ
）
に

該
当
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ

る
。
認
定
要
件
の
一
部
を
ど
う

し
て
も
充
足
で
き
ず
、
や
む
な

く
一
般
法
人
の
道
を
選
択
す
る

よ
う
な
特
例
民
法
法
人
に
と
っ

て
は
、
税
制
改
正
の
動
向
は
朗

報
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

�

認
定
法
人
に
対
す
る
課
税

所
得
の
範
囲
等

期
待
ど
お
り
の
結
果
と
言
え

る
が
、
認
定
法
人
に
つ
い
て

は
、
収
益
事
業
課
税
が
踏
襲
さ

れ
て
い
る
。
公
益
目
的
事
業
を

営
む
法
人
と
し
て
、
社
会
的
な

認
知
を
得
た
認
定
法
人
に
と
っ

て
は
、
当
然
の
取
扱
い
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
良
い
意

味
で
予
想
外
で
あ
っ
た
の
は
、

公
益
認
定
法
上
の
公
益
目
的
事

業
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
た

と
え
法
人
税
法
上
の
収
益
事
業

に
該
当
し
て
も
、
非
課
税
に
な

る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

公
益
法
人
制
度
改
革
で
は
事

業
の
目
的
と
対
象
者
に
よ
っ
て

公
益
と
収
益
を
区
分
し
て
い
る

の
に
対
し
、
法
人
税
法
で
は
収

入
の
発
生
源
泉
が
３４
の
特
掲
事

業
に
該
当
す
れ
ば
課
税
す
る
と

い
う
基
本
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
不
動
産
を
貸
し
付
け

て
収
入
を
得
た
場
合
（
不
動
産

貸
付
業
�
法
人
税
法
上
、
収
益

事
業
）
で
あ
っ
て
も
、「
勤
労

意
欲
の
あ
る
者
に
対
す
る
就
労

の
支
援
」
を
目
的
と
す
る
事
業

と
し
て
、「
不
特
定
か
つ
多
数

の
者
」
を
対
象
と
し
て
い
る

等
、
公
益
目
的
事
業
の
要
件
に

合
致
す
る
な
ら
ば
、
非
課
税
に

な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
認
定
法
人

に
移
行
す
る
た
め
の
要
件
と
し

て
、「
公
益
目
的
事
業
の
収
益

が
費
用
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
項
目
が
存
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
法
人
税
法
上
、
公

益
目
的
事
業
を
非
課
税
と
す
る

取
扱
い
を
創
設
し
た
か
ら
と
い

っ
て
も
、
結
果
と
し
て
所
得
が

発
生
し
な
い
事
業
で
あ
る
た

め
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い

う
酷
評
が
聞
こ
え
る
こ
と
が
あ

る
。当

該
認
定
要
件
の
収
益
費
用

は
、
企
業
会
計
の
概
念
に
お
け

る
範
囲
に
止
ま
ら
な
い
。
特
に

将
来
に
お
け
る
公
益
目
的
事
業

の
事
業
費
や
固
定
資
産
の
取
得

資
金
の
ス
ト
ッ
ク
（
資
金
資
産

の
支
出
概
念
）
も
、
費
用
の
範

囲
に
混
入
さ
れ
る
た
め
、
所
得

概
念
で
は
プ
ラ
ス
に
な
っ
て

も
、
課
税
さ
れ
な
い
と
整
理
さ

れ
る
こ
と
も
存
す
る
の
で
あ

る
。ま

た
、
公
益
目
的
事
業
の
み

を
行
う
認
定
法
人
に
と
っ
て

は
、
同
事
業
が
非
課
税
と
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
人
税
の

申
告
実
務
が
省
略
さ
れ
る
こ
と

は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
言
え
よ

う
。税

制
改
正
に
よ
っ
て
、
こ
れ

ま
で
の
法
人
税
の
基
本
的
考
え

方
を
根
本
か
ら
覆
す
取
扱
い
の

変
化
は
、
公
益
法
人
の
事
業
運

営
に
対
す
る
本
質
的
な
税
制
の

あ
り
方
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ

る
。
そ
の
一
方
で
、
公
益
法
人

制
度
改
革
の
柱
で
あ
る
「
公
益

目
的
事
業
」
は
、
未
だ
概
念
が

ク
リ
ア
で
な
い
た
め
、
議
論
の

中
心
と
な
っ
て
い
る
テ
ー
マ
で

あ
る
。
公
益
認
定
の
キ
ー
ポ
イ

ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
「
公

益
目
的
事
業
を
行
う
こ
と
を
主

た
る
目
的
と
す
る
こ
と
」
の
要

件
は
、
公
益
法
人
税
制
の
う
ち

最
大
の
恩
恵
を
か
ざ
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
判
定
基
準
を
巡
っ

て
さ
ら
な
る
議
論
が
進
め
ら
れ

る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

�

公
益
法
人
等
が
普
通
法
人

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
（
法
法
１０
の
３
）

特
例
民
法
法
人
は
、
こ
れ
ま

で
公
益
活
動
等
を
行
っ
て
き
た

こ
と
で
、
正
味
財
産
の
中
に
は

税
制
上
の
優
遇
措
置
に
よ
っ
て

蓄
積
さ
れ
て
き
た
も
の
で
構
成

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
同
法
人
は
、

公
益
法
人
制
度
改
革
を
契
機

に
、
一
般
法
人
の
う
ち
特
定
普

通
法
人
に
移
行
す
る
ケ
ー
ス
も

想
定
さ
れ
る
。
基
本
的
考
え
方

で
は
、
営
利
法
人
と
の
課
税
の

バ
ラ
ン
ス
や
租
税
回
避
の
防
止

の
観
点
か
ら
、
優
遇
措
置
に
よ

り
蓄
積
さ
れ
た
財
産
に
対
し

て
、
何
ら
か
の
課
税
を
行
う
必

要
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
公
益
法
人

等
（
認
定
法
人
、
非
営
利
型
法

人
・
特
例
民
法
法
人
な
ど
）
が

普
通
法
人
に
な
っ
た
場
合
又
は

普
通
法
人
に
移
行
し
た
場
合
に

は
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
に
よ

っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
財
産
の

課
税
を
行
う
と
い
う
制
度
が
創

設
さ
れ
て
い
る
。

�

特
定
普
通
法
人
が
公
益
法

人
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
（
法
法
１０
の
３
）

特
定
普
通
法
人
が
、
公
益
法

人
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
に
は
、
解
散
及
び
設
立

が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
に
な
る
。
法
人
税
法
で

は
、
欠
損
金
の
繰
戻
し
還
付
と

繰
越
控
除
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
の
み
で
、
そ
の
他
の
規
定
は

政
令
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。
特

定
普
通
法
人
が
公
益
法
人
等
に

移
行
す
る
場
合
に
、
解
散
し
た

と
し
て
取
り
扱
う
な
ら
ば
、
残

余
財
産
の
寄
附
を
し
て
消
滅
す

る
と
い
う
整
理
に
な
る
こ
と
も

想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
が
事
実
な

ら
ば
、
特
定
普
通
法
人
は
、
公

益
法
人
等
へ
の
移
行
時
に
残
余

財
産
に
つ
い
て
寄
附
金
課
税
の

パ
イ
プ
を
通
す
必
要
性
が
想
定

さ
れ
、
課
税
問
題
に
派
生
す
る

懸
念
が
存
す
る
。

Ⅲ

お
わ
り
に

新
た
な
公
益
法
人
制
度
ス
タ

ー
ト
後
は
、
そ
の
事
業
運
営
状

況
を
見
極
め
な
が
ら
、
さ
ら
に

税
制
改
革
が
推
し
進
め
ら
れ
て

い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現

時
点
で
は
、
新
税
制
の
大
き
な

道
筋
が
見
え
た
こ
と
に
よ
り
、

一
般
法
人
又
は
認
定
法
人
へ
移

行
す
る
た
め
の
準
備
が
、
俄
か

に
活
発
化
し
て
い
る
。
公
益
法

人
の
移
行
手
続
き
を
眼
前
に
迎

え
、
税
務
と
会
計
の
エ
キ
ス
パ

ー
ト
で
あ
る
税
理
士
に
は
、
大

き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
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